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本研究では、「校内連携」、「関係諸機関との連携」、「卒業後の支援」、「保護者

（家族）への支援」に焦点を当て、これらの取組の具体的な状況と課題について明ら

かにすることを第１の目的とした。また、上記４つに関わる研究協力機関での取組の

実際とそこで活用されている支援ツールを収集・整理し、進路指導・職業教育支援プ

ログラムとして提案することを第２の目的とした。 

第１の目的である上記４点に関する取組の具体的な状況と課題については、第３章

「障害種別にみた各特別支援学校高等部（専攻科）における進路指導・職業教育の実

際と課題」において、全国特別支援学校高等部（専攻科）における進路指導・職業教

育に関するアンケート調査の結果に基づき論じた。 

アンケート調査の結果から、重複障害や発達障害のある生徒の増加と進路先の多様

化を踏まえ、より一層、個に応じた進路指導・職業教育がなされることの重要性が指

摘された。ただし、個に応じた指導を進めていく基盤には、障害のある生徒の様々な

進路先を想定し、学校として彼らに対して卒業までにどういった力を育成するのかを

明確にし、系統性のある指導を展開することの必要性が再確認された。中でも進路指

導については、第５章１節で河合氏が論じたように「各特別支援学校で設定する学校

の教育目標を踏まえた進路指導の目標を設定すること」、「進路指導の目標と各部にお

ける目標の系統性、整合性、一貫性について留意すること」の必要性が強調される。 

また、近年、特別支援学級からの特別支援学校高等部への進学者が増加しているこ

とから、双方の「教育の連続性に配慮した教育課程の編成」についての検討が求めら

れよう。なお、上述したように進路指導・職業教育においては、学校として障害のあ

る生徒に対して卒業までにどういった力を育成するのかを明確にし、系統性のある指

導を展開することが必要である。その際、就労や進学に必要な知識や技能の習得だけ

ではなく、第５章第２節の森脇氏や同章３節の小田氏が論じたように、障害のある生

徒の自己意識（自己理解）や自己肯定感といった心理面の育ちの指導を中核に据える

ことも重要である。特別支援学校と地域とが協働による活動を通して住民から学ぶ、

特別支援学校の卒業生といった当事者から学ぶ等を通して、障害のある生徒の心理面

の育ちを育んでいくことが求められる。 

さらに、河合氏が論じたように、教育課程の編成にあたっては「障害種別や障害の

状態に応じた教育課程の類型化と進路先に応じた教育課程の編成を考慮する」必要が

ある。各特別支援学校においては、各地域の実情や障害特性を踏まえて高等部の教育

課程の類型化やデュアルシステムを導入した実践等、様々な工夫がなされている。こ

のような取組を円滑に進めていくには、学校全体で進路指導・職業教育に取り組む教

職員の意識の向上と教職員間の連携、そして、指導の支えとなる教職員の専門性の確

保が不可欠である。教職員の専門性の担保には、そのための校内での組織作りが重要

であり、そこには管理職のリーダーシップと学校経営の在り方（分掌業務や教職員の

役割の明確化）が問われてくると言えよう。 

 他方、平成 19 年の厚生労働省と文部科学省による労働・福祉・教育の連携強化につ

いての通達や今回改訂された学習指導要領からも明らかであるように、関係諸機関や

地域との連携は、在学中の指導と卒業後の支援を進めていくうえでとても重要となっ

ている。在学中の指導においては、企業等事業所やハローワーク等の労働機関と協働

した取組が進められつつあるが、生活面に関わる問題への対応における福祉機関との
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